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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノズルと、
　該ノズルに接続される圧力増大機構であって、３．４５バール（５０ｐｓｉ）よりも大
きく、標準的な手術室供給圧力よりも高い圧力で、加圧流体を提供するように構成される
圧力増大機構と、
　該圧力増大機構と前記ノズルとの間の弁と、
　加圧流体の流れを、所定の持続時間に亘って、前記圧力増大機構から前記ノズルを通じ
て医療器具の表面の上に放出するよう、前記弁を制御するように構成される、弁制御機構
とを含み、
　前記加圧流体の前記流れの量は、患者解剖学的構造内の前記医療器具の位置に基づいて
決定される、
　システム。
【請求項２】
　前記弁は、高速弁を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記高速弁は、ソレノイド弁又は空圧弁を含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記弁制御機構は、フットペダル、指ボタン、マウスボタン、又はタッチスクリーンボ
タンのうちの少なくとも１つを含む、トリガを含む、請求項１に記載のシステム。
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【請求項５】
　前記所定の持続時間は、約０．５～５０ミリ秒の範囲内にある、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項６】
　前記加圧流体の流れを開始させるために使用される高速弁からの過剰な流体を方向変更
するように構成されるシャント弁を更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記医療器具は、撮像器具を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　医療器具を洗浄する方法であって、
　前記医療器具と関連付けられる制御システムによって、前記医療器具の表面に亘る加圧
流体の流れを開始させること、及び
　前記制御システムによって、所定の持続時間の後に前記加圧流体の前記流れを終了させ
ることを含み、
　前記加圧流体は、３．４５バール（５０ｐｓｉ）よりも大きく、標準的な手術室供給圧
力よりも大きい圧力を有し、
　前記制御システムは、患者解剖学的構造内の前記医療器具の位置に基づいて前記加圧流
体の前記流れの量を決定する、
　方法。
【請求項９】
　前記加圧流体の前記流れを開始させることは、高速弁をアクティブ化することを含む、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記高速弁をアクティブ化することは、前記所定の持続時間の後に終了するよう設定さ
れるタイマを開始させることを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記所定の持続時間は、約０．５～５０ミリ秒の範囲内にある、請求項８に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記加圧流体の前記流れを開始させることは、空圧弁を開放することを含む、請求項８
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記加圧流体の前記流れを開始させることは、圧電作動ポンプ、サーボモータポンプ、
ボイスコイル作動ポンプ、又はソレノイド作動ポンプのうちの１つの使用を含む、請求項
８に記載の方法。
【請求項１４】
　消費される前記加圧流体の量は、２立方センチメートル未満の流体である、請求項８に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記加圧流体の前記流れを開始させることは、フットペダル、指ボタン、マウスボタン
、又はタッチスクリーンボタンを通じた使用者からの入力に応答して生じる、請求項８に
記載の方法。
【請求項１６】
　シャント弁を通じて前記加圧流体の前記流れを開始させるために使用される高速弁から
の過剰な流体を方向変更することを更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
　前記表面は、撮像ツールのレンズの表面を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１８】
　前記加圧流体は、空気、二酸化炭素、及び生理食塩水のうちの少なくとも１つを含む、
請求項８に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の参照）
　この出願は、２０１４年８月１４日に出願された「SYSTEMS　AND　METHODS　FOR　CLEA
NING　AN　ENDOSCOPIC　INSTRUMENT」という名称の米国仮特許出願第６２／０３７，２９
９号の優先権及び出願日の利益を主張し、その全文を本明細書中に参照として援用する。
【０００２】
　本開示は、洗浄のためのシステム及び方法に向けられており、より具体的には、患者の
内側にある間に内視鏡器具を洗浄するためのシステム及び方法に向けられている。
【背景技術】
【０００３】
　最小侵襲的な医療技法は、医療処置中に傷付けられる組織の量を減少させ、それにより
、患者の回復時間、不快感、有害な副作用を減少させることを意図する。そのような最小
侵襲的な技法は、患者の解剖学的構造にある自然開口部を通じて或いは１つ又はそれより
も多くの外科的な切開部を通じて行われることがある。臨床医は、これらの自然開口部又
は切開部を通じて医療ツールを挿入し、標的組織場所に達してよい。医療ツールは、治療
器具、診断器具、及び手術器具のような、器具を含む。標的組織場所に達するために、最
小侵襲的な医療ツールは、肺、結腸、腸、腎臓、心臓、循環系、又は同等の器官のような
、解剖学的系統における自然の又は外科的に創られる通路を進む(navigate)ことがある。
【０００４】
　最小侵襲的な医療処置は、視覚化システムに依存して、標的場所を見出し、様々な手術
を行うことがある。具体的には、視覚化システムは、最小侵襲的な医療器具が解剖学的系
統における自然の又は外科的に創られる通路を進んで標的組織場所に達するのを助けるこ
とがある。例えば、視覚化システムは、肺、結腸、腸、腎臓、心臓、消化器系、又は同等
の器官にある自然の通路を通じて最小侵襲的な医療器具を誘導するのを助けることがある
。幾つかの最小侵襲的な医療器具は、遠隔操作され或いはその他の方法でコンピュータ支
援されることがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　医療器具のナビゲーション中又は医療器具によって行われる手術中、視覚化システムの
レンズは、患者の組織又は流体によって遮られ或いは曇らされることがある。そのような
障害物はナビゲーション又は手術をより困難にすることがある。よって、患者にとって安
全な方法において視覚化システムのレンズを洗浄するのが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施態様は、以下に続く請求項によって要約される。
【０００７】
　１つの実施態様において、医療器具を洗浄する方法は、医療器具を提供すること、医療
器具の表面に亘る加圧流体の流れを開始させること、及び所定の持続時間の後に加圧流体
の流れを終了させることを含む。加圧流体は、標準的な手術室供給源よりも大きい圧力を
有する。
【０００８】
　他の実施態様において、方法は、圧力増大機構で加圧流体を提供すること、及び医療器
具の表面に亘って加圧流体の流れを通すことを含み、加圧流体のパルスは、所定の持続時
間に亘って延びる。
【０００９】
　他の実施態様において、システムは、医療器具と、ノズルと、ノズルに接続される圧力
増大機構と、圧力増大機構とノズルとの間の弁と、加圧流体の流れを、所定の持続時間に
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亘って、圧力増大機構からノズルを通じて医療器具の表面の上に放出するよう、弁を制御
するように構成される、弁制御機構とを含む。
【００１０】
　本開示の特徴は、添付の図面と共に判読されるとき、後続の詳細な記述から最良に理解
される。業界の標準的な慣行に従って、様々な構成は原寸通りに描写されていないことを
強調する。実際には、様々な構成の寸法は、議論の明確性のために、任意に増大させられ
或いは減少させられることがある。加えて、本開示は、様々な実施例において参照番号及
び／又は文字を繰り返すことがある。この繰返しは単純性及び明確性の目的のためであり
、それ自体は本明細書中で議論する様々な実施態様及び／又は構成の間の関係を決定しな
い。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った例示的な遠隔操作医療システ
ムを示す図面である。
【００１２】
【図２】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った内視鏡視覚化システムを含む
例示的な医療器具システムを示す図面である。
【００１３】
【図３】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った内視鏡視覚化システムの正面
の正面図である。
【００１４】
【図４】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った内視鏡視覚化システムのレン
ズに加圧流体を提供する例示的なシステムを示す図である。
【００１５】
【図５Ａ】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った内視鏡視覚化システムのレ
ンズの表面に流体を提供するノズルの正面図である。
【００１６】
【図５Ｂ】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った内視鏡視覚化システムのレ
ンズの表面に流体を提供するノズルの断面図である。
【００１７】
【図６】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った内視鏡視覚化システムのレン
ズの表面に流体を提供する丸められたスロットノズルの斜視図である。
【００１８】
【図７】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った流体のパルスを内視鏡視覚化
システムのレンズに適用させるパルス信号を示すグラフである。
【００１９】
【図８Ａ】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従ったレンズの表面上の障害物を
例示する図である。
【図８Ｂ】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従ったレンズの表面上の障害物を
例示する図である。
【００２０】
【図９】本明細書中に記載する原理の１つの実施例に従った内視鏡視覚化システムのレン
ズを洗浄する例示的な方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本開示の原理の理解を促進させる目的のために、図面に例示される実施態様を今や参照
し、実施態様を記載するために特定の言語を用いる。それにも拘わらず、開示の範囲の限
定を意図していないことが理解されるであろう。本発明の特徴の以下の詳細な記述におい
て、開示する実施態様の網羅的な理解をもたらすために、数多くの具体的な詳細を示す。
しかしながら、この開示の実施態様がこれらの詳細がなくても実施されることがあること
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は当業者に明らかであろう。他の場合には、本発明の実施態様の特徴を不必要に曖昧にし
ないよう、周知の方法、手順、コンポーネント（構成部品）、及び回路を詳細に記載しな
い。
【００２２】
　記載のデバイス、器具、方法、及び本開示の原理のあらゆる更なる適用に対する、あら
ゆる変更及び更なる修正は、本開示が関連する当業者の心に普通に思い浮かぶように、完
全に想定される。具体的には、１つの実施態様に関して記載する構成、コンポーネント、
及び／又はステップは、本開示の他の実施態様に関して記載する構成、コンポーネント、
及び／又はステップと組み合わせられてよいことが完全に想定される。加えて、本明細書
中で提供される寸法は、具体的な実施例のためにあり、異なる大きさ、寸法、及び／又は
比率を利用して、本開示の着想を実施してよいことが想定される。不要な記述の繰返しを
避けるために、１つの例示的な実施態様に従って記載する１つ又はそれよりも多くのコン
ポーネント又は行為を他の例示的な実施態様から適用可能なものとして用い或いは省略し
得る。簡潔性のために、これらの実施態様の数多くの繰返しを別個に記載しない。単純性
のために、幾つかの場合には、同一又は同等の部品に言及するために、図面を通じて同じ
参照番号を用いる。
【００２３】
　以下の実施態様は、様々な器具及び器具の部分を、それらの三次元空間内の状態に関し
て記載する。本明細書中で用いられるとき、「位置」という用語は、三次元空間（例えば
、デカルトＸ，Ｙ，Ｚ座標に沿う並進自由度）における物体又は物体の部分の場所を指す
。本明細書中で用いられるとき、「向き」という用語は、物体又は物体の部分の回転は位
置（３つの回転自由度－例えば、ロール、ピッチ、及びヨー）を指す。本明細書中で用い
られるとき、「姿勢」という用語は、少なくとも１つの並進自由度における物体又は物体
の部分の位置を指し、少なくとも１つの回転自由度（最大で６つの自由度）におけるその
物体又はその物体の部分を指す。本明細書中で用いられるとき、「形状」という用語は、
物体に沿って測定される姿勢、位置、又は向きのセットを指す。
【００２４】
　様々な実施態様によれば、器具給送を誘導するために遠隔操作システムを用いることに
よって、生検処置のような医療処置が行われることがある。図面の図１を参照すると、例
えば、診断処置、治療処置、又は外科処置を含む、医療処置における使用のための、遠隔
操作医療システムが、参照番号１００によって概ね示されている。記載するように、この
開示の遠隔操作医療システムは、外科医の遠隔操作制御の下にある。代替的な実施態様に
おいて、遠隔操作医療システムは、処置又は下位処置を行うようプログラムされたコンピ
ュータの部分的な制御の下にあってよい。更に他の代替的な実施態様では、処置又は下位
処置を行うようプログラムされたコンピュータの完全制御の下で完全に自動化された医療
システムを用いて、処置又は下位処置を行ってよい。図１に示すように、遠隔操作医療シ
ステム１００は、一般的に、患者Ｐを位置付ける手術台Ｏに又はその付近に取り付けられ
る遠隔操作アセンブリ１０２を含む。医療器具システム１０４が、遠隔操作アセンブリ１
０２に動作可能に連結される。操作者入力システム１０６は、外科医又は他の種類の臨床
医Ｓが、手術部位の又は手術部位を表す画像を見て、医療器具システム１０４の動作を制
御するのを可能にする。操作者入力システム１０６をマスタコンソール又は外科医コンソ
ールと呼ぶことがある。
【００２５】
　操作者入力システム１０６は、外科医コンソールに配置されてよく、外科医コンソール
は、通常、手術台Ｏと同じ室内にある。しかしながら、外科医Ｓを患者Ｐと異なる室内に
或いは完全に異なる建物内に配置してよいことが理解されるべきである。操作者入力シス
テム１０６は、一般的に、医療器具システム１０４を制御する１つ又はそれよりも多くの
制御デバイスを含む。より具体的には、外科医の入力命令に応答して、制御システム１１
２は、医療器具システム１０４のサーボ機械的な動きをもたらす。（複数の）制御デバイ
スは、ハンドグリップ、ジョイスティック、トラックボール、データグローブ、トリガガ
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ン、手動操作コントローラ、音声認識デバイス、タッチスクリーン、身体動作又は存在セ
ンサ、及び同等物のような、任意の数の様々な入力デバイスのうちの１つ又はそれよりも
多くを含んでよい。幾つかの実施態様において、（複数の）制御デバイスは、遠隔操作ア
センブリの医療器具と同じ自由度を備えて、外科医に、テレプレゼンス、即ち、外科医が
恰も手術部位に存在するかのように器具を直接的に制御しているという強い感覚を有する
よう、（複数の）制御デバイスが器具と一体であるという知覚をもたらす。他の実施態様
において、（複数の）制御デバイスは、関連する医療器具よりも多い又は少ない自由度を
有しながら、依然として外科医にテレプレゼンスをもたらすことがある。幾つかの実施態
様において、（複数の）制御デバイスは、６つの自由度で動く手動入力デバイスであり、
それらは器具を作動させるための（例えば、把持ジョーを閉じる、電極に電位を印加する
、医療処置を施す、並びに同等のことのための）作動可能なハンドルも含んでよい。
【００２６】
　遠隔操作アセンブリ１０２は、医療器具システム１０４をサポートし、１つ又はそれよ
りも多くの非サーボ制御リンク（例えば、手動で位置付けられ且つ所定の場所に係止させ
られてよい、セットアップ構造と概ね呼ぶ、１つ又はそれよりも多くのリンク）及び遠隔
操作マニピュレータの運動学的構造を含んでよい。遠隔操作アセンブリ１０２は、医療器
具システム１０４にある入力を駆動させる複数のモータを含む。これらのモータは、制御
システム（例えば、制御システム１１２）からの命令に応答して動く。モータは、駆動シ
ステムを含み、駆動システムは、医療器具システム１０４に連結されるときに、医療器具
を自然に又は外科的に創られる解剖学的な開口部内に前進させることがある。他の電動駆
動システムが、医療器具の遠位端を、多数の自由度において動かしてよく、多くの自由度
は、３つの線形自由度（例えば、Ｘ，Ｙ，Ｚデカルト軸に沿う線形運動）及び３つの回転
自由度（例えば、Ｘ，Ｙ，Ｚデカルト軸についての回転）を含んでよい。加えて、モータ
を用いて、生検デバイス又は同等物のジョー内で組織を把持する器具の関節作動可能なエ
ンドエフェクタを作動させてよい。
【００２７】
　遠隔操作医療システム１００は、医療器具システム１０４の遠位端で手術作業空間から
画像（イメージ）を取り込む１つ又はそれよりも多くのサブシステムを備える画像キャプ
チャシステム１０８も含む。システム操作者は、操作者入力システム１０６に動作的に連
結される或いは操作者入力システム１０６内に動作的に組み込まれるディスプレイシステ
ム１１０で視認するために提示される、画像キャプチャシステム１０８によって取り込ま
れる画像を見る。ディスプレイシステム１１０は、画像キャプチャシステム１０８のサブ
システムによって生成されるような手術部位及び（複数の）医療器具システム１０４の画
像又は表現を表示する。ディスプレイシステム１１０及び操作者入力システム１０６は、
操作者が医療器具システム１０４及び操作者入力システム１０６をテレプレゼンスの知覚
を伴って制御し得るよう、方向付けられてよい。ディスプレイシステム１１０は、別個の
画像を操作者の各眼に提示し、それにより、操作者が立体画像を視認するのを可能にする
よう、別個の左右のディスプレイのような多数のディスプレイを含んでよい。
【００２８】
　遠隔操作医療システム１００は、医療器具システム１０４を通じて流体を給送し或いは
評価するための、流体管理システム１０９も含む。例えば、流体管理システム１０９は、
器具の遠位端を洗浄するために、器具を通じて空気、二酸化炭素、又は生理食塩水を給送
するための、流体給送システムを含んでよい。流体管理システムは、患者内部手術作業空
間から流体及び破片を取り除く吸引システムを含んでもよい。
【００２９】
　代替的に又は追加的に、ディスプレイシステム１１０は、コンピュータ断層撮影法（Ｃ
Ｔ）、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）、サーモグラフィ、超音波、光コヒーレンストモグラフ
ィ（ＯＣＴ）、熱映像法、インピーダンス映像法、レーザ映像法、ナノチューブＸ線映像
法、及び同等の方法のような、撮像技法を用いて、術前に又は術中に記録され且つ／或い
は撮像される、手術部位の画像を提示してよい。提示される術前又は術中の画像は、二次
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元、三次元、又は四次元（例えば、時間ベース又は速度ベースの情報を含む）画像、及び
画像を再現するための関連する画像データセットを含んでよい。
【００３０】
　遠隔操作医療システム１００は、制御システム１１２も含む。制御システム１１２は、
少なくとも１つのメモリと、少なくとも１つのプロセッサ（図示せず）とを含み、典型的
には、医療器具システム１０４、操作者入力システム１０６、画像キャプチャシステム１
０８、及びディスプレイシステム１１０の間の制御をもたらす、複数のプロセッサを含む
。制御システム１１２は、本明細書中に開示する特徴に従って記載する方法の一部又は全
部を実施するよう、プログラムされた指令（例えば、指令を格納するコンピュータ可読媒
体）も含む。制御システム１１２は、図１の簡略図中に単一のブロックとして示されてい
るが、制御システムは、２つ又はそれよりも多くのデータ処理回路を含んでよく、処理の
１つの部分は、遠隔操作アセンブリ１０２の上で又は隣接して任意的に行われ、処理の他
の部分は、操作者入力システム１０６で行われる等してよい。多種多様な集中型又は分散
型のデータ処理アーキテクチャのうちのいずれかが利用されてよい。同様に、プログラム
される指令は、多数の別個のプログラム又はサブルーチンとして実施されてよく、或いは
、それらは、本明細書中に記載する遠隔操作システムの多数の他の特徴内に組み込まれて
よい。１つの実施態様において、制御システム１１２は、Bluetooth（登録商標）、IrDA
、HomeRF、IEEE　802.11、DECT、及びWireless　Telemetryのような、無線通信プロトコ
ルをサポートする。
【００３１】
　幾つかの実施態様において、制御システム１１２は、医療器具システム１０４から力及
び／又はトルクフィードバックを受ける１つ又はそれよりも多くのサーボコントローラを
含んでよい。フィードバックに応答して、サーボコントローラは、信号を操作者入力シス
テム１０６に送信する。（複数の）サーボコントローラは、身体の開口を介して患者の体
内の内部手術部位内に延びる（複数の）医療器具システム１０４を動かすことを遠隔操作
アセンブリ１０２に指令する信号を送信してもよい。任意の適切な従来的な又は特殊化し
たサーボコントローラを用いてよい。サーボコントローラは、遠隔操作アセンブリ１０２
と別個であってよく或いは一体的であってよい。幾つかの実施態様において、サーボコン
トローラ及び遠隔操作アセンブリは、患者の身体に隣接して位置付けられる遠隔操作アー
ムカートの部分として提供される。
【００３２】
　遠隔操作医療システム１００は、照明システム、操縦制御システム、洗浄システム、及
び／又は吸引システムのような、任意的な操作システム及びサポートシステム（図示せず
）を更に含んでよい。代替的な実施態様において、遠隔操作システムは、１つよりも多く
の遠隔操作アセンブリ及び／又は１つよりも多くの操作者入力システムを含んでよい。マ
ニピュレータアセンブリの正確な数は、数ある要因の中でも、外科処置及び手術室内の空
間制約に依存する。操作者入力システムは並置されてよく、或いは、それらは別個の場所
に位置付けられてよい。多数の操作者入力システムは、１人よりも多くの操作者が様々な
組み合わせにおいて１つ又はそれよりも多くのマニピュレータアセンブリを制御するのを
可能にする。
【００３３】
　図２は、自然開口部又は外科的に創られる開口部での患者の体内への挿入のための遠隔
医療システム１００の医療器具システム１０４として用いられてよい、医療器具システム
２００を例示している。代替的に、医療器具システム２００は、非遠隔操作診査処置のた
めに或いは内視鏡のような従来的な手動操作医療器具を含む処置において用いられてよい
。
【００３４】
　器具システム２００は、器具本体２０４に連結されるカテーテルシステム２０２を含む
。カテーテルシステム２０２は、近位端２１７と、遠位端又は先端部分２１８とを有する
、細長いフレキシブルなカテーテル本体２１６を含む。１つの実施態様において、フレキ
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シブルな本体２１６は、約３ｍｍの外径を有する。他のフレキシブルな本体の外径は、よ
り大きくてよく或いはより小さくてよい。遠位端２１８と近位端２１７との間の本体２１
６の全長は、セグメント２２４に効果的に分割されてよい。
【００３５】
　カテーテルシステム２０２は、任意的に、本体２１６に沿う１つ若しくはそれよりも多
くのセグメント２２４の及び／又は遠位端２１８でのカテーテル先端の位置、向き、速さ
、速度、姿勢、及び／又は形状を決定する、形状センサ２２２を含む。形状センサ２２２
は、（例えば、内部通路（図示せず）内に設けられる或いは外部的に取り付けられる）フ
レキシブルなカテーテル本体２１６と整列させられる光ファイバを含んでよい。１つの実
施態様において、光ファイバは、約２００μｍの直径を有する。他の実施態様において、
直径は、より大きくてよく或いはより小さくてよい。形状センサシステム２２２の光ファ
イバは、カテーテルシステム２０２の形状を決定する光ファイバ曲げセンサを形成する。
【００３６】
　医療器具システムは、任意的に、位置センサシステム２２０を含んでよい。位置センサ
システム２２０は、外部的に生成される電磁場に晒されることがある１つ又はそれよりも
多くの導電性コイルを含むセンサ２２０を備える、ＥＭセンサシステムのコンポーネント
であってよい。
【００３７】
　フレキシブルなカテーテル本体２１６は、補助的な器具２２６を受け入れるような大き
さ及び形状とされる１つ又はそれよりも多くの作業通路を含む。補助的な器具は、例えば
、画像キャプチャプローブ、生検器具、レーザアブレーションファイバ、又は他の外科的
、診断的、若しくは治療的なツールを含んでよい。補助的なツールは、メス、鈍らブレー
ド、光ファイバ、又は電極のような、単一の作業部材を有する、エンドエフェクタを含ん
でよい。他のエンドエフェクタは、例えば、鉗子、グラスパ(graspers)、鋏、又はクリッ
プアプライヤ(clip　appliers)を含んでよい。電気的にアクティブ化されるエンドエフェ
クタの実施例は、電気外科電極、変換器（トランスデューサ）、センサ、及び同等物を含
む。様々な実施態様において、補助的なツール２２６は、表示のために画像キャプチャシ
ステム１０８によって処理される画像（ビデオ画像を含む）を取り込むためにフレキシブ
ルなカテーテル本体２１６の遠位端２１８又はその付近に立体視又は平面視カメラを備え
る遠位部分を含む、内視鏡のような画像キャプチャプローブであってよい。画像キャプチ
ャプローブは、取り込んだ画像データを送信するためにカメラに連結されるケーブルを含
んでよい。代替的に、画像キャプチャ器具は、視覚化システムに繋がる、ファイバスコー
プのような光ファイバの束であってよい。画像キャプチャ器具は、単スペクトル又は多ス
ペクトルであってよく、例えば、可視スペクトル、赤外スペクトル、又は紫外スペクトル
のうちの１つ又はそれよりも多くにおいて画像データを取り込む。
【００３８】
　補助的な器具２２６は、器具の遠位端を制御可能に曲げるよう、器具の近位端と遠位端
との間に延びる、ケーブル、リンケージ、又は他の作動制御装置を収容してよい。操縦可
能な器具は、（２００５年１０月４日に出願された）（「Articulated　Surgical　Instr
ument　for　Performing　Minimally　Invasive　Surgery　with　Enhanced　Dexterity
　and　Sensitivity」を開示する）米国特許第７，３１６，６８１号及び（２００８年９
月３０日に出願された）（「Passive　Preload　and　Capstan　Drive　for　Surgical　
Instruments」を開示する）米国特許出願第１２／２８６，６４４号に詳細に記載されて
おり、それらの全文を本明細書中に参照として援用する。
【００３９】
　フレキシブルなカテーテル本体２１６は、例えば、遠位端の破線描写２１９によって示
すように、遠位端２１８を制御可能に曲げるよう、ハウジング２０４と遠位端２１８との
間に延びる、ケーブル、リンケージ、又は他の操縦制御装置（図示せず）も収容してよい
。操縦可能なカテーテルは、（２０１１年１０月１４日に出願された）（「Catheter　wi
th　Removable　Vision　Probe」を開示する）米国特許出願第１３／２７４，２０８に詳
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細に記載されており、その全文を本明細書中に参照として援用する。器具システム２００
が遠隔操作アセンブリによって作動させられる実施態様において、ハウジング２０４は、
遠隔操作アセンブリの電動駆動要素に取り外し可能に繋がり且つそこから動力を受け取る
、駆動入力部を含んでよい。器具システム２００が手動操作される実施態様において、ハ
ウジング２０４は、把持構成、手動アクチュエータ、又は器具システムの動きを手動で制
御するための他のコンポーネントを含んでよい。カテーテルシステムは、操縦可能であっ
てよく、或いは、代替的に、システムは、器具の曲げの操作者制御のための統合的な機構
を具備しないで、操縦不能であってよい。その上又は代替的に、１つ又はそれよりも多く
の管腔が、フレキシブルな本体２１６の壁に定められ、１つ又はそれよりも多くの管腔を
通じて器具を標的手術場所に配置して用い得る。
【００４０】
　様々な実施態様において、医療器具システム２００は、肺の検査、診断、生検、又は治
療における使用のための、気管支鏡又は気管支カテーテルのような、フレキシブルな気管
支器具を含んでよい。システム２００は、結腸、腸、腎臓、脳、心臓、循環系、及び同等
の器官を含む、様々な解剖学的系統のいずれかにおける、自然の又は外科的に創られる接
続通路を介した、他の組織のナビゲーション及び治療のためにも適する。様々な実施態様
において、医療器具は、フレキシブルなカテーテルよりもむしろ、剛的な構造（例えば、
剛的な内視鏡）を含むことがある。
【００４１】
　図２の実施態様において、器具２００は、遠隔操作医療システム１００内で遠隔操作さ
れる。代替的な実施態様において、遠隔操作アセンブリ１０２は、直接的な操作者制御に
取って代わられてよい。直接的な制御の代替において、様々なハンドル及び操作者インタ
ーフェースが、器具の手持ち式操作のために含められてよい。図３は、本明細書中に記載
する原理の１つの実施例に従った内視鏡視覚化システムの正面の正面図である。
【００４２】
　適切に作動するために、器具２００又は他のカテーテル器具、気管支鏡、若しくは内視
鏡の遠位端は、障害物がないままでなければならない。撮像システムのレンズの上の或い
はカテーテル作業通路の開口での患者流体（例えば、粘液又は血液）、組織、又は焼灼煙
の蓄積は、そのような器具を用いる処置の安全且つ時間効率的な行為に対する障害を生む
ことがある。幾つかの洗浄方法は、レンズに向けられたノズルを通じて流体（例えば、気
体又は生理食塩水）を注入すること又は患者から器具を除去して汚染のない遠位端を擦り
付けることを含む。これらの処置の両方は時間を費やし、それは患者の安全及び有効性の
両方に影響を与え得る。注入流体を用いて器具の遠位端を洗浄することは、特定の状況に
おいて、例えば、器具が患者管腔（例えば、肺の気道通路）内に挿入され、器具先端の外
径が患者管腔の内径を完全に又は実質的に塞ぎ、器具先端の遠位の解剖学的領域を封止す
るときに、懸念を引き起こすことがある。器具先端を洗浄するために注入される過剰な流
体は、解剖学的領域の封止部分を膨張させて、周囲組織を破裂させることがある。例えば
、器具が肺内の使用における気管支鏡であるならば、影響を受けた器具によって隔離され
た肺の領域内へのそのような過剰な流体注入は、肺壁又は胸膜の破裂を引き起こし、ひい
ては、気胸を引き起こすことがある。本明細書中に記載される方法及びシステムによれば
、器具遠位端のより効果的な洗浄方法は、障害となる材料を十分に取り除きながら、患者
解剖学的構造内に排出される流体を最小にする。
【００４３】
　図３は、内視鏡、気管支鏡、フレキシブルなカテーテル器具２００、又は剛的な撮像器
具のような、細長い医療器具３０１の正面図３００である。本実施例によれば、医療器具
３０１は、通路３０３を備えるカテーテル３０２を含み、細長い撮像器具３０５は、通路
３０３を通じて延びる。撮像器具３０５は、レンズ３０６を含む。レンズ３０６は、その
上に障害物３０８を有することがある。障害物３０８は、曇った物質又は視覚化システム
を通じる視野(vision)を遮る物体を含むことがある。例えば、血液又は粘液のような患者
流体又は患者組織が、レンズ３０６の表面に粘着して、レンズ３０６の表面を曇らせるこ
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とがある。レンズ３０６の上の障害物３０８は、撮像器具３０５によって受信される且つ
使用者に送られる画像中に見える。ノズル３０４が、レンズの表面に亘って流体３１０を
吹き付けて、レンズ３０８から障害物３０８を除去するよう、構成される。流体は、例え
ば、生理食塩水、二酸化炭素、又は空気であってよい。ノズル３０４は、流体３１０を所
望の出力場所／構成に誘導する任意の構造であり得ることに留意のこと。
【００４４】
　図４は、流体管理システム１０９のコンポーネントであってよい例示的な流体給送シス
テム４００を示す図面である。流体給送システム４００は、ノズル３０４からの高圧流体
３１０の短い噴出(bursts)を医療器具３０１のレンズ３０６に提供して、低体積の流体３
１０を患者解剖学的構造内に給送する。本実施例によれば、システム４００は、加圧流体
供給源４０２と、遮断弁４０４と、圧力調整器４０６と、高速弁４０８と、トリガ４１０
によって制御される任意的なタイマ４１２と、医療器具３０１を通じて延びる流体供給管
腔と、ノズル３０４とを含む。全体として、タイマ４１２及びトリガ４１０は、弁制御機
構であると考えられてよい。
【００４５】
　流体供給源４０２は、標準的な手段を通じて（例えば、室内で圧縮されて）加圧されて
よく、外科環境において利用可能な一組の標準的な設備(a　standard　suite　of　utili
ties)における既存の加圧流体給送システムの部分であってよい。流体供給源４０２は、
流体３０１の流れを制御する遮断弁４０４を通じてシステム４００に接続されてよい。流
体３１０の加圧をモニタリング（監視）し且つ維持するために、圧力調整器４０６が用い
られてよい。
【００４６】
　幾つかの実施態様において、流体３１０の圧力は、約５０～３００ｐｓｉの間の圧力で
排出されるよう調整されてよい。幾つかの実施例において、流体の圧力は、５０、６０、
７５、１００、又は１５０ｐｓｉよりも大きくてよく、或いは３００ｐｓｉよりも大きく
てさえよい。流体供給源４０２の圧力は、標準的な手術室供給圧力よりも大きい。手術室
内の加圧流体の標準的な圧力供給は、約５０ｐｓｉである。幾つかの実施例では、圧力増
大機構(pressure　augmenting　mechanism)を用いて、より高い加圧流体供給源４０２を
創り出してよい。そのような圧力増大機構は、空気圧縮機（エアコンプレッサ）のような
流体圧縮機を含んでよい。幾つかの実施例において、圧力増大機構は、（Haskelによって
製造されるModel　HAA　31-2.5又は85291のような）圧力増幅機(pressure　amplifier)で
あってよい。幾つかの実施例において、圧力増大機構は、適切な調整器に従って用いられ
る高圧のボンベ入りガス（瓶入り気体）であってよい。
【００４７】
　幾つかの実施態様において、高速弁４０８は、トリガ４１０及びタイマ４１２によって
制御されるような短い時間期間（例えば、０．５ミリ秒）に亘って開放させられ得る弁４
０８であってよい。弁４０８が開放させられるとき、加圧流体３１０は、医療器具３０１
内に延びる流体供給管腔内に流入してノズル３０４に至るのが可能にされる。１つの実施
例において、高速弁４０８は、ソレノイド弁である。１つの実施例において、高速弁４０
８は、Festoによって製造されるModel　MHJ-10シリーズの弁である。そのような弁は、９
０～１３０ｐｓｉの間に亘る圧力を備える加圧流体を取り扱い得る。１つの実施例におい
て、高速弁４０８は、空圧弁である。
【００４８】
　弁は、タイマによって決定されてよい所定の時間期間の後に加圧流体の流れを自動的に
非アクティブ化するように構成され得る。幾つかの実施態様において、所定の時間間隔は
、費やされる流体の総量が閾値レベルより下であるような時間間隔であり得る。閾値レベ
ルは、患者解剖学的構造の過剰膨張の危険性を減少させるよう、設定され得る。閾値レベ
ルは、患者解剖学的構造内の器具の場所を考慮に入れ得る。解剖学的構造のより小さな空
洞では、費やされる流体の総量を最小にするのが望ましいことがあり、よって、閾値レベ
ルは、０．４立方センチメートル（ｃｃｓ）のように、比較的低くてよい。幾つかの僅か
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により大きな空洞では、２ｃｃｓのような、より大きな閾値レベルが用いられてよい。幾
つかの実施態様において、閾値レベルは、（例えば、器具の操作又はＸ線若しくは撮像デ
ータの視認に基づき使用者によって）手動で或いは（例えば、外科ナビゲーション技術又
は位置センサによって決定される患者解剖学的構造内の器具の位置に基づき）自動的に、
器具の場所に従って調節され得る。
【００４９】
　高速弁４０８の開放は、トリガ４１０によって制御される。トリガ４１０は、弁４０８
を所定の間隔に亘って開放させて、流体のパルスを医療器具３０１の流体供給管腔を通じ
てノズル３０４に放出する。トリガ４１０は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれら
２つの組み合わせとして実施されてよい。例えば、トリガは、操作者入力システム１０６
内に又は遠隔操作医療システム１００内の他の場所に組み込まれ、且つ、例えば、臨床医
の手若しくは足の動き、言葉の命令(verbal　command)、眼注視命令(eye　gaze　command
)、又はマウスのような使用者制御器具の使用を介して、臨床医又は補助者に操作可能な
、スイッチであってよい。例えば、トリガ４１０は、フットペダルであってよい。代替的
に、トリガ４１０は、操作者入力システム１０６にあるタッチパッド、指ボタン、マウス
ボタン、タッチスクリーンボタンを介して、提供されてよい。トリガ４１０を介して伝達
される開放命令は、制御システム１１２を介して弁４０８に伝えられてよい。１つの実施
例において、臨床医が、スクリーン（例えば、ディスプレイ１１０、図１）上の画像が障
害物の故に曇らされていることに気付くならば、臨床医は、トリガ４１０を手動で押して
よい。
【００５０】
　トリガ４１０の操作は、レンズ３０６上の破片の視覚化に応答して、臨床医又は補助者
によって開始させられてよいが、トリガの操作者は、その上或いは代替的に、システムが
障害物を検出するのに基づき開始させられてよい。例えば、カテーテル３０２の遠位端に
配置される光センサが、障害物を検出してよい。他の実施例において、制御システム１１
２は、レンズ３０６を介して受信される画像をモニタリングして、レンズを見えなくする
物質を（例えば、フーリエ変換に基づく解析を通じて）検出してよい。この検出に基づき
、制御システム１１２は、トリガの操作を開始してよい。
【００５１】
　幾つかの実施例では、レンズが汚れているか否かを決定するために、より洗練されたプ
ロセスを用いて医療器具の撮像システムからの画像を解析してよい。例えば、医療器具は
、テクスチャ(texture)がより少ない、従って、鮮明さ(sharpness)及びコントラスト(con
trast)がより少ない、解剖学的構造の領域内にあることがある。画像の鮮明さ、コントラ
スト、及び他のパラメータを、画像の明瞭性(clarity)と呼ぶ。レンズが汚れているか否
かを自動的に決定する機能は、器具の位置及び画像の観察される明瞭性を考慮に入れ得る
。器具が、より少ない鮮明さ及びコントラストが予期される解剖学的構造の領域内にある
ならば、明瞭性の閾量は、上昇させられ得る。よって、画像の明瞭性が幾分少ないように
見えるとしても、これはレンズが汚れていること及び流体の自動的なパルスがレンズに亘
って向けられないことを必ずしも意味しない。しかしながら、より高い鮮明さ及びコント
ラストが予期される領域では、明瞭性の閾値は、低くされてよい。よって、画像が余り明
瞭でないように見えるときには、これがレンズに亘る流体の自動的なパルスを引き起こす
可能性が高い。
【００５２】
　幾つかの実施例では、現時点の画像を最近取得した画像と比較して、レンズが曇らされ
ているか否か及びレンズが洗浄されるべきか否かを決定し得る。例えば、より少ないコン
トラストを備える領域では、現時点の画像を最近の画像と比較し得る。現時点の画像が最
近の画像よりも相当に曇らされており、医療器具の位置が有意に変更されていないならば
、レンズが汚れていること及び洗浄させられるべきことが決定され得る。よって、流体の
パルスが自動的に引き起こされる。
【００５３】
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　幾つかの実施例では、画像の閉塞(occlusion)を考慮に入れて、パルスが用いられるべ
きか否か決定してよい。例えば、画像の特定の割合が閉塞されるならば、パルスが引き起
こされ得る。１つの実施例では、２０％の閉塞が流体のパルスを引き起こすことがある。
【００５４】
　幾つかの実施例では、流体のパルスが、特定の時間間隔で自動的に引き起こされること
がある。例えば、流体のパルスが、１、２、又は５秒毎にレンズの表面に亘って検出され
てよい。他の時間間隔も想定される。この実施例において、使用者はレンズの洗浄を心配
する必要がない。むしろ、レンズの洗浄は、使用者のために自動的に行われ、平均して、
画像は、間隔ベースの流体パルスのないものよりも、より鮮明なままである。
【００５５】
　高速弁４０８の閉塞をタイマ４１２によって制御し得る。タイマ４１２は、所定の間隔
に亘って設定されてよい。高速弁４０８が開放されるときに、タイマ４１２は開始させら
れる。タイマは所定の間隔に亘って設定される。所定の時間期間が経過すると、タイマ４
１２は高速弁４０８を閉塞させる。例えば、タイマは弁に信号を送信して、弁が閉じるこ
とを指令してよい。タイマは、制御システムが弁に信号を送信するよう、制御システム１
１２内に組み込まれてよい。１つの実施例において、所定の時間期間は、約０．５～５０
ミリ秒の範囲内から選択されてよい。様々な他の実施態様において、システム４００のパ
フォーマンス特性（性能特性）は、専用のタイマを必要とせずに、所望の流体パルス時間
間隔をもたらすよう、選択され或いは構成され得る。
【００５６】
　幾つかの実施例において、システム４００は、高速弁４０８からのあらゆる漏れをカテ
ーテル通路３０３から離れてノズル３０４に至る方向に方向付ける、シャント弁４０９(s
hunt　valve)を含む。よって、高速弁４０８において幾らかの漏れがあるならば、この追
加的な流体は、シャント弁４０９を通じて進み、患者の解剖学的構造の内部以外の他の場
所に方向付けられる。シャント弁４０９は、トリガ４１２によって制御されてもよい。具
体的には、高速弁４０８を開放して、カテーテル３０２の通路３０３を通じて流体をノズ
ル３０４に給送するとき、シャント弁４０９は、漏流を排水線に方向付けることから、通
路３０３からの加圧流体の損失を妨げるＯＦＦ又は閉塞状態に切り換えられる。このモー
ドにおいて、シャント弁４０９への弁命令は、流体給送弁４０８への命令と反対であるが
、他の実施態様では、弁のＯＮ及びＯＦＦ状態タイミングにオーバーラップがあってよい
。幾つかの実施例では、弁が、流体がそのときに流れてならないことを示すＯＦＦ位置に
なければならないときに、高速弁４０８において漏れがあるか否かを決定するために、流
量センサを用い得る。次に、あらゆる漏流を患者の解剖学的構造から離れる方向に方向付
けるために、シャント弁を用い得る。
【００５７】
　幾つかの実施例において、流体のパルスは、気体であってよい。幾つかの場合、流体の
パルスは、生理食塩液のような液体であってよい。幾つかの実施例において、流体のパル
スは、気体と液体との間で変動してよい（交互に発せられてよい）。これは、例えば、加
圧気体供給と加圧液体供給との間で変動する弁を用いて行われてよい。幾つかの実施例に
おいて、一連の変動するパルスにおける最終的なパルスは、気体のパルスであってよい。
【００５８】
　圧力調整器、高速弁、タイマ、又はトリガのようなコンポーネントを含まない従来的な
流体給送システムの１つの実施例において、ノズルを通じる約１０ｃｃｓの流体を、レン
ズに亘って、患者解剖学的構造内に給送するために、流体は、操作者によって制御される
ときに、約０．１０秒に亘って１０ｐｓｉで供給されてよい。
【００５９】
　流体給送システム４００を用いる１つの実施例では、より小さな体積の流体を給送する
ために、流体はより短い持続時間に亘ってより高い圧力で供給されてよい。例えば、タイ
マ４１２によって制御される０．００１秒の持続時間に亘って１００ｐｓｉの圧力で、排
出される流体の量は、約０．３１６立方センチメートル（ｃｃ）である。よって、従来的
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なシステムと比較すると、システム４００は、流体の３．２％のみ（３１ｘ減少）を排出
することがあるが、１０倍（１０００％）の圧力で排出することがある。より大きな圧力
は、カテーテルの遠位先端及びレンズから障害物を取り除くためのより大きな力をもたら
す。排出される流体の量はより低く、よって、カテーテルによって封止される患者の解剖
学的構造を過剰膨張させる危険性を減少させる。これは組織穿孔又は患者に対する他の損
傷の危険性を減少させる。流体体積の減少は、レンズ障害物の付着を悪化させ得る持続空
気又は二酸化炭素の乾燥効果を減少させることもある。予期される流体体積の減少は、解
剖学的構造のより小さな領域において有益であるが、本明細書中に記載する原理は、医療
器具が患者の解剖学的構造のより大きな空洞内にある状況にも当て嵌まることがある。
【００６０】
　一般的に、流体（例えば、気体又は液体）が流れている場合、動的な圧力は、ＤＰ＝（
１／２）ｐｖ２と定められ得る。ＤＰは、動的な圧力であり、ｐは、流体密度であり、ｖ
は、速度である。よって、動的な圧力は、速度の二乗に依存する。レンズから障害物を取
り除く能力は、流体噴流が障害物に対して加える抵抗力Ｆ(drag　force)に依存する。抵
抗力は、Ｆ＝ＣｄｘＡｘ１／２ｐｖ２として表現されてよく、ここで、Ｃｄは、障害物の
抵抗係数(drag　coefficient)であり、Ａは、流れに対して法線方向の障害物の断面積で
ある。よって、障害物に対する力は、流体速度の二乗に依存する。これは、より少ないパ
ルスを備えるより長いパルスが、レンズの表面上の障害物に対するより少ない力で、実質
的により多くの体積をもたらすことを意味する。よって、圧力を増大させ、パルス幅を減
少させることによって、レンズは、より少ない体積の流体を用いながら、より効果的に洗
浄され得る。
【００６１】
　例えば、上述の等式を用いるならば、圧力の１２倍の増大は、速度の約３．５倍の増大
に対応する。特に、以下の等式を用いるならば、Ｐ１＝１／２ｐｖ１

２は、Ｐ２＝１／２
ｐｖ２

２に対して１２倍増大させられる。この等式は、１２ｘｖ１
２＝ｖ２

２まで減少し
、それは更にｖ２＝３．５ｖ１まで減少する。よって、レンズの表面に亘って適用される
流体についての体積流量率は、１２倍の圧力上昇を伴って、約３．５倍増大する。しかし
ながら、流体を使う時間の実質的な減少は、適用される実質的により小さな体積の流体を
もたらす。例えば、パルスの幅を０．１秒から０．００１ｓに変更することは、体積の１
００倍の降下をもたらす。圧力の増大と組み合わせられると、障害物に対して１２Ｘの力
を加える並びに体積の約３．５％のみを有するより高速のパルスを達成し得る。
【００６２】
　幾つかの実施態様において、流体の高圧パルスは、特定の種類のポンプによってもたら
されることがある。例えば、用いられてよい幾つかの種類のポンプは、ボイスコイルモー
タポンプ、圧電作動ポンプ、サーボモータ制御ポンプ、及びソレノイド作動ポンプを含む
が、これらに限定されない。そのようなポンプは高速弁４０８の代わりに用いられてよく
、よって、極めて短い流体パルスを可能にする。幾つかの場合には、タイマを用いる代わ
りに、ポンプは、トリガに応答して適切な幅を備えるパルスを生むように構成される。
【００６３】
　図５Ａは、レンズ５０２の表面に流体を提供するノズル５０８を有する医療器具の他の
実施態様の正面図５００である。この実施例によれば、ノズル５０８は、レンズ５０２の
１つの側に隣接して位置付けられる。照明ファイバ５０４も、レンズ付近に配置されて、
カテーテル５０６が進む通路の内部を照らす。
【００６４】
　図５Ｂは、図５Ａの医療器具の断面図を提供している。ノズル５０８は、レンズ５０２
の表面に近接して位置付けられる。ノズル５０８内の小さな開口５１２が、レンズ５０２
の表面に近接してレンズ５０２の表面と平行に流体を噴射するよう位置付けられ且つ方向
付けられる。ノズル５０８は、供給管腔に繋がるポート５１４に繋がってよい。流体給送
システム４００は、図５Ａ及び５Ｂのノズル構成と共に用いられてよい。
【００６５】
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　図６は、医療器具のレンズ５０２の表面に流体を提供するための丸められた又は湾曲し
たスロット６０４の斜視図６００である。この実施例によれば、ノズル６０４は、カテー
テルジャケット６０８内に固定されたカテーテル端部分６０４とプローブ先端６０２との
間に湾曲したスロット６０４を含む。湾曲したスロット６０４を用いるならば、流体は、
２つの内側管腔の間の空間を通じて給送されてよい。例えば、流体は、カテーテルを通じ
て走る光ファイバケーブルと、光ファイバケーブルを囲む管腔との間に給送されてよい。
よって、流体は、面６０２の頂部にある開口６０４から噴射され、６０６で中心化され、
レンズ５０２を横断してレンズの反対側に向かい、面６０２の底部で出る。流体給送シス
テム４００は、図６のノズル構成と共に用いられてよい。この医療器具は、米国特許出願
［ＩＳＲＧ００６０００］により詳細に記載されており、その全文を本明細書中に参照と
して援用する。
【００６６】
　図７は、流体のパルスを医療器具のレンズに適用させるパルス信号を示すグラフである
。本実施例によれば、水平軸７０４は、時間を表す。垂直軸７０２は、弁位置を表す。具
体的には、弁は、閉塞位置７１０又は開放位置７１２にあってよい。弁トリガが始動させ
られるとき、パルス信号が弁に送信され、弁は開放して、加圧流体を供給管腔内に通す。
タイマはパルス信号７０６を提供するように構成される。パルス幅７０８（即ち、持続時
間）は、加圧流体をレンズに適用するための所望の時間期間に依存して設定されてよい。
上述のように、パルス幅は、約０．５ミリ秒～５０．０ミリ秒に及んでよい。パルス幅に
ついての他の範囲も想定される。一般的に、パルス幅は、加圧流体の圧力に基づき設定さ
れる。前述のように、幾つかの実施態様では、より高い流体圧力が、パルス持続時間にお
ける不均衡な減少を許容してよく、それは給送される流体の体積を大いに減少させながら
、洗浄効率の増大をもたらす。
【００６７】
　幾つかの実施例では、開ループ電流波形が、流体のパルスをもたらすために用いられる
弁又はポンプに適用されてよい。開ループ波形は、流体のパルスが所望に適用されるよう
、システム動力学(system　dynamics)を考慮に入れるような形にされてよい。例えば、波
形は、パルスが初期的な段(step)を有するが、次に、ゆっくり降下するような、形にされ
てよい。他の種類のパルス形状を用いて、流体パルスを所望に挙動させてよい。しかしな
がら、幾つかの場合には、閉ループ波形が用いられてよい。よって、所望の量の流体をレ
ンズの表面に亘って方向付けるよう、弁の開放及びポンプの動きを注意深く制御するため
に、フィードバック制御システムを用い得る。例えば、ポンプを制御して２立方センチメ
ートル未満の流体のパルスを生成するよう、フィードバック制御ループを用い得る。
【００６８】
　図８Ａ及び８Ｂは、レンズの表面上の障害物を例示する図面である。幾つかの場合、レ
ンズの表面は、疎水性被膜で被覆されてよい。図８Ａは、そのような場合を例示している
。疎水性被膜は、液体物質がレンズ８０２の表面に付着する程度を減少させる。疎水性レ
ンズ表面８０２上の液体物質は、図８Ａに例示するように、丸いビード８０４を形成する
可能性が高いことがある。これは液体８０４のビードについてより高い抵抗係数Ｃｄを生
み、ビード状の障害物８０４の中心を、レンズ８０２の表面から離れるほど速度が大きい
流れ８０６において、より高く置く。具体的には、より大きい表面積は、上述の等式、Ｆ
＝ＣｄｘＡｘ１／２ｐｖ２中のＡに対応し、より高い抵抗係数は、Ｃｄに対応する。よっ
て、液滴上の力は、適用される流体パルスの流れ内への噴射の高さ、断面積、及び抵抗係
数の増大の故に、増大される。具体的には、表面８０２と平行に噴射される加圧流体８０
６は、ビード状の障害物８０４のより多くを捕らえ、障害物をより効果的に動かし或いは
取り除く。加えて、ノズルからの流体の速度プロファイルは、当業者によって理解される
ように、速度が、液滴が境界層の故に付着させられる表面により近接する場所で減少させ
られるような、速度プロファイルである。
【００６９】
　図８Ｂは、親水性表面８０３を例示している。親水性表面を用いるならば、液体障害物



(15) JP 6793634 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

８０８が、表面８０３に、しっかりと、より緊密に付着する。よって、抵抗係数及び障害
物の高さは減少させられる。よって、付着した障害物８０８に影響を及ぼす加圧流体８０
６の部分は、低い速度にあり、よりしっかりと付着した障害物８０８に対してより低い力
を加え、障害物を取り除く効率はより低い。よって、レンズの表面からの障害物の除去は
、レンズの表面に疎水性被膜８０２を適用することによってより効率的にされる。具体的
には、疎水性被膜は、より短い持続時間に亘ってより高い速度でレンズ表面に近接して平
行に方向付けられる噴流と共に用いられるときに、抵抗力を増大させながら、付着力を減
少させるという、有益な相乗効果を有する。
【００７０】
　図９は、医療器具システムのレンズを綺麗にする例示的な方法を示すフローチャートで
ある。本実施例によれば、方法９００は、加圧流体の圧力を所定のレベル又は範囲に制御
するプロセス９０２を含む。プロセス９０４は、医療器具のカテーテルを通じて加圧流体
の流れをアクティブ化することを含む。プロセス９０６は、所定の時間期間の後で、加圧
流体の流れを非アクティブ化することを含む。プロセス９０８は、加圧流体をカテーテル
の遠位表面に亘って方向付けることを含む。使用者によって或いは上述の検出システムに
よって決定されるように、カテーテル内の撮像システムのレンズから障害物が除去される
まで、そのプロセスを繰り返してよい。幾つかの代替的な実施態様では、パルスの事前設
定数が、障害物が検出される度に給送されてよく、或いは、パルスは、一定の間隔で継続
的に給送されてよい。
【００７１】
　この開示のシステム及び方法は、肺の接続される気管支通路のために用いられてよい。
システム及び方法は、腹部、結腸、腸、腎臓、脳、心臓、循環系、又は同等の器官を含む
、様々な解剖学的系統のいずれかにおける、自然の又は外科的に創られた接続された通路
を介した、他の組織のナビゲーション及び治療にも適することがある。この開示の方法及
び実施態様は、非外科用途にも適する。
【００７２】
　本明細書中に記載するシステム及び方法は、高圧の短いパルスの流体によって綺麗にさ
れる表面が撮像システムのレンズの表面である実施例を用いる。しかしながら、幾つかの
場合には、本明細書中に記載する原理は、洗浄から利益を享受し得る器具の他の表面に適
用されてよい。例えば、加圧流体のパルスは、光給送ツールの表面、手術ツール（例えば
、グラスパ又は血管シーラのジョー、メスのブレード、又は生検ツールのサンプリング構
造）の（複数の）組織接触表面を綺麗にするために適用されてよい。
【００７３】
　本発明の実施態様における１つ又はそれよりも多くの要素をソフトウェアにおいて実施
して、制御処理システム６００のようなコンピュータシステムのプロセッサを実行してよ
い。ソフトウェアにおいて実施されるとき、本発明の実施態様の要素は、本質的には、所
要のタスクを行うコードセグメントである。送信媒体又は通信リンクを通じて搬送波にお
いて具現されるコンピュータデータ信号によってダウンロードされてよいプロセッサ可読
記憶媒体又はデバイス内にプログラム又はコードセグメントを格納し得る。プロセッサ可
読記憶デバイスは、光媒体、半導体媒体、及び磁気媒体を含む、情報を格納し得る任意の
媒体を含んでよい。プロセッサ可読記憶デバイスの実施例は、電子回路、半導体デバイス
、半導体メモリデバイス、読出し専用記憶装置（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、消去可能
なプログラム可能読取り専用記憶装置（ＥＰＲＯＭ）、フロッピーディスケット、ＣＤ－
ＲＯＭ、光ディスク、ハードディスク、又は他の格納デバイスを含む。コードセグメント
は、インターネット、イントラネット等のような、コンピュータネットワークを介して、
ダウンロードされてよい。
【００７４】
　提示されるプロセス及び表示は、如何なる特定のコンピュータ又は他の装置にも本質的
に関係しないでよいことに留意のこと。様々な汎用システムが、本明細書中の教示に従っ
たプログラムと共に用いられてよく、より特殊な装置を構築して記載する操作を行うこと
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が便利であると分かることがある。様々なこれらのシステムのための所要の構造は、請求
項中に要素として現れるであろう。加えて、本発明の実施態様は、如何なる特定のプログ
ラミング言語を参照しても記載されていない。様々なプログラミング言語を用いて本明細
書中に記載するような本発明の教示を実施してよいことが理解されるであろう。
【００７５】
　本発明の特定の実施態様を記載し且つ添付の図面に示したが、そのような実施態様は広
義の発明の例示に過ぎず、広義の発明の限定でないこと、並びに、本発明の実施態様は、
図示し且つ記載する特定の構造及び構成に限定されないことが理解されるべきである。何
故ならば、様々な他の修正が、当業者の心に思い浮かぶことがあるからである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】
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【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９】
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